
道路・需要家敷地内の事故対策－他工事事故対策等にかかる他省庁との連携 
（平成２４年１２月１８日） 

別紙１ 

◎国土交通省及び厚生労働省宛てに、解体工事、改装工事など建設関係業界への 
     ガス事業者への事前照会を行うよう注意喚起実施を要請。 
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食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止について（要請） 
＜平成２４年８月２４日＞ 

 ○経済産業省から、次の団体の長あてに実施要請 
 日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会 
 全国ＬＰガス協会、日本液化石油ガス協議会、全国ＬＰガス保安共済事業団、 高圧ガス保安協会 
○経済産業省から、次の関係省庁あてに、関係機関・関係団体への注意喚起を要請 

総務省 消防庁 予防課 
厚生労働省（健康局 生活衛生課、労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課） 
農林水産省（食品産業局 企画課、食料産業局 食品製造卸売課、食料産業局 食品小売サービス課 外食産業室） 
文部科学省 スポーツ・青少年局 学校健康教育課 
国土交通省 観光庁 観光産業課 
経済産業省（製造産業局 産業機械課、商務情報政策局 日用品室、商務流通グループ 製品安全課） 
 

（１）ガス消費設備使用中は、冷暖房機を使用する時期においても、必ず換気（給排気）を実施。 
（２）ガス消費設備の点検（使用開始時と使用終了時、１日１回以上の作動状況点検等）及び異常時の適切

な措置。 
（３）日頃からの手入れの実施、自然災害後及び停電時の注意。 
（４）グリスフィルター、脱臭フィルター等の定期的な清掃又は交換。 
（５）万一の不完全燃焼に備えた業務用換気警報器の設置。 

内容：ガス消費設備の使用者と管理者への注意喚起 

～平成22年度、23年度にも同様の注意喚起を関係省庁に要請～ 

◎食品工場及び業務用厨房施設におけるＣＯ中毒事故 
  平成２４年：２件（死者０名、症者１４名）、平成２３年：８件（死者０名、症者１４名） 

食品工場及び業務用厨房施設におけるCO中毒事故防止注意喚起 
（平成２４年８月２４日） 

別紙２ 
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（総務省消防庁宛の例） 

要 請 文 書 
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業務用厨房メンテナンスについての注意喚起のためのリーフレット 

別紙３ 

レンジフード・換気扇や排気ダクトの清掃・メンテナンスに関する注意喚起のチラシ 
（消防庁・経済産業省・東京消防庁） 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/indust
rial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoansyuuchi.ht
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業務用厨房使用者への注意喚起のためのリーフレット 

○経済産業省は、業務用厨房における事故防止のため、以下のパンフレットを作成し、
ホームページに掲載。 

 
 
 

別紙４ 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/indus
trial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinaoshita
i/use/pdf/gyoumuyou_2012.pdf 
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消費機器における事故防止対策 
バランス型ふろがまについての注意喚起のためのリーフレット 

○経済産業省は、バランス型ふろがまの使
用者に向けて安心なガス機器への取り替
え、使用上の注意についてのリーフレット
を平成２５年２月に作成、周知。 

 
○平成２５年２月２１日に独立行政法人製
品評価技術基盤機構で行われた「ＮＩＴＥ・
製品安全センター記者説明会」にて周知。 

 

別紙５ 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/i
ndustrial_safety/sangyo/lpgas/detail/lpghoa
nsyuuchi.html 
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○ガス機器の給気・排気部を閉塞したまま機器を使用した場合、機器の着火・爆発や
異常燃焼による機器の破損のほか、酸素不足による酸欠や不完全燃焼による一酸
化炭素中毒の発生のおそれがあり、消費者が死に至る事例も発生している。 

○住宅塗装工事におけるガス機器の給気・排気部の閉塞によるガス事故 
 ・平成１９年から平成２３年の５年間：計５６件発生（液化石油ガスと都市ガスの合計） 
 ・特に、平成２２年は１０件、平成２３年は２２件と増加の傾向 

  

○こうした状況を踏まえ、平成２４年７月３０日、国土交通省土地・建設産業局建設市場
整備課あて、塗装工事業者の業界に対し以下の要請を行うよう協力を依頼。 

 ・養生を行う場合は、ガス機器の給気部及び排気部を塞がないこと。 
 ・やむを得ずガス機器の給気・排気部をビニールシート等で塞ぐ場合には、当該ビ

ニールシート等を取り除くまでは絶対にガス機器を使用しないよう、住人への周知を 
徹底すること。 

 ・工事終了後は、速やかに養生のためのビニールシート等を外すこと。 
 
◎同日付けで、日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会、全国ＬＰガス協会、日本液化
石油ガス協議会、全国ＬＰガス保安共済事業団に対して、ガス事業者を通じた一般消費
者への周知を依頼 

経済産業省（本省）から国土交通省への協力依頼 

別紙６ 
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JGAから塗装工事会社への注意喚起のためのパンフレット 

○JGAは、ガス機器の給排気口閉塞による事故防止のため、以下のパンフレットを作成
し、ガス事業者を通じて、塗装工事会社に配布した。（国土交通省への要請にも添付） 

 
 
 

別紙６ 参考資料 
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消費者への注意喚起のためのリーフレット 

○経済産業省は、閉栓カバーによる誤開放事故防止のため、以下のリーフレットを作
成。 

 
 
 

閉栓カバー 

別紙７ 

http://www.meti.go.jp/policy/
safety_security/industrial_sa
fety/sangyo/lpgas/files/gokai
hou.pdf 
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消費者への注意喚起のためのパンフレット 

○経済産業省は、消費段階におけるガス事故防止のため、以下のパンフレットを作成
し、ホームページに掲載。 

 
 
 

別紙８ 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/ind
ustrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinao
shitai/use/6poin_2012_leaflet.pdf 

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/in
dustrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademin
aoshitai/use/pdf/gokatei_2012_kanki.pdf 
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JGAによる消費者向けパンフレットの例 

○JGAは、消費者向けパンフレットを作成し、ガス事業者を通じて、一般消費者にガス
機器の安全使用等について、周知を行っている。 

 
 

別紙９ 
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JCGAによる消費者向けパンフレットの例 

○JCGAは、消費者向けパンフレットを作成し、ガス事業者を通じて、一般消費者にガス
機器の安全使用等について、周知を行っている。 

 
 

別紙１０ 
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